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令和５年度の主な改正点について

経営者保証を不要とする取り扱いについて

新設制度

通　　称

金融機関連携型

財務要件型

担保充足型

要　　　　件

■信用保証協会における経営者保証を不要とする３つの取り扱い

●大分市開業資金融資 スタートアップ創出促進保証　（責任共有対象外：100% 保証）
大分市内で会社を設立して事業を開始する方、または創業後の会社（創業後１年未満に限る）が資金
調達を行う際に経営者の個人保証不要で取り扱うことが可能な保証制度。
資金使途：運転･設備
※信用保証料を大分市が全額補助

市町村制度

●スタートアップ創出促進保証（SSS 保証）　（責任共有対象外：100% 保証）
会社を設立して事業を開始する方、または創業後５年以内の会社が資金調達を行う際に経営者の個人
保証不要で取り扱うことが可能な保証制度。
資金使途：運転･設備

下記の３つの取り扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取り扱いができる可能性が
あります。

協会保証制度

・取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、
かつ担保による保全がない融資残高がある（もしくは同じタイミングで上記と同
内容の融資を行う）。

・｢直近決算期において債務超過でないこと｣かつ｢直近２期の決算期において減価償
却前経常利益が連続して赤字でないこと｣。

・法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。

など　

・直近決算において一定の財務要件を満たしている。
（｢財務要件型無保証人保証制度｣でのご利用となります）

・法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。



保証料率の決定方法について

（１）各保証制度で保証料率の定めがあれば、その料率となりますが、リスク考慮型保証料率が適用となる保証制度
については、下記表をご参照ください。

（２）申込中小企業者がどの区分に該当するかについては、中小企業者の財務諸表等を用いて一般社団法人ＣＲＤ協
会が提供する中小企業信用リスク情報データベース（ＣＲＤ）により、該当区分を決定します。

（３）下記に該当する方は第５区分を適用します。
　① 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課されていない方で

あって貸借対照表及び損益計算書がない方。
　② 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない方。
　③ 同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯債務を負担する方。

（４）各制度の信用保証料率より、さらに下記のような割引があります。

（５）大分県信用保証協会が保証料の引下げを行っている制度

区分

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

表10

表11

表12

表13

表14

①

1.90

2.20

1.62

1.86

1.70

1.97

1.52

1.15

2.05

②

1.75

2.00

1.49

1.71

1.57

1.79

1.39

1.00

1.85

③

1.55

1.80

1.32

1.51

1.15

0.85

0.75

0.85

1.39

1.61

1.22

0.85

1.65

④

1.35

1.60

1.15

1.31

1.21

1.43

1.05

0.70

1.45

⑤

1.15

1.35

0.98

1.11

1.03

1.21

0.88

0.60

1.20

⑥

1.00

1.10

0.85

0.96

1.00

0.90

0.99

0.75

0.50

0.95

⑦

0.80

0.90

0.68

0.76

0.80

0.80

0.72

0.81

0.58

0.40

0.75

⑧

0.60

0.70

0.51

0.56

0.60

0.60

0.60

0.70

0.54

0.63

0.41

0.30

0.55

⑨

0.45

0.50

0.39

0.41

0.45

0.45

0.45

0.50

0.40

0.45

0.29

0.20

0.35

該当する主な制度

表 （リスク考慮型保証料率体系）

普通保証、ＳＳ保証、財務要件型無保証人保証

小口零細企業保証
Ｑ１２５０保証

盆・年末特別保証

大分県中小企業振興資金

新事業応援当座貸越

税理士・金融機関・信用保証協会による連携保証

当座貸越、事業者カードローン
小口先カードローン、割引根保証

大分県小口零細企業資金（普通貸付）

別府市小規模企業者振興資金
佐伯市小規模企業者振興資金

伴走支援型特別保証制度
(国による補助後の料率)

事業承継特別保証、経営承継借換関連保証（中小企業活性化協
議会及び事業承継･引継ぎ支援センターの確認を受けた場合）

大分県災害復旧資金（一般融資）、
大分県地域産業振興資金（耐震化促進融資等を除く）

大分県中小企業活性化資金（危機関連融資を除く）
大分県中小企業経営改善資金（特定中小企業者を除く）

別府市合理化資金、日田市振興資金、
佐伯市中小企業振興資金、臼杵市中小企業振興資金

（単位：％）

0.60
(0.30)

1.90
(1.15)

1.75
(1.00)

1.55
(0.85)

1.35
(0.70)

1.15
(0.60)

1.00
(0.50)

0.80
(0.40)

0.45
(0.20)

No

①

②

▲ ０.１％

▲ ０.１％

割 引 要 件 具　体　的　基　準 割引幅

会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類（登記事項証明書等）
の提出を受けた場合

有担保（物的担保）扱いにて保証した場合
（セーフティネット認定時及び一部制度を除く）

会計参与設置会社の割引

No

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

０.１０～０.１５％

０.０５％

制 　 度 　 名 引　下　幅

経営承継関連保証

特定経営承継関連保証

経営承継準備関連保証

特定経営承継準備関連保証

事業承継サポート保証

事業承継特別保証

経営承継借換関連保証

大分県事業承継資金

大分県創業支援資金

有担保保証の割引



一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方
（他保証との重複利用はできません）

一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方
（保証協会の保証付き融資残高との合計が
２,０００万円の範囲内となる新規保証に限る）

１０年
（１年） ○

手形割引 ○
手形貸付 ○

過去に廃業等の経験を有する方が、
再び創業される方又は創業された方

大規模な経済危機、災害等の事象による著しい信用
収縮が生じ、事業所の所在地を管轄する市町村長
又は特別区長の認定を受けた方

取引先等の再生手続き等の申請や災害、取引
金融機関の破綻等により経営の安定に支障を
きたしている方（市町村長の認定が必要）

事業を営んでいない個人が事業開始するとき及び
中小企業者が新たに会社を設立し事業開始するとき、
並びに事業開始後５年を経過していない方

運転 ５年（１年）
設備 ７年（１年）

１５年（１年）

１５年（５年）

１０年（１年）

１０年（１年*）

１５年（１年）

１０年（１年）

１５年（１年）

設備 １５年

法的整理手続きによらず、事業再生を図ろうと
する中小企業が資金調達を行いたいときに

盆・年末特別保証

○

盆・年末など金融繁忙期に

担保
割引

○

経営安定関連保証

創業関連保証 再挑戦支援保証

（令和５年４月現在）

○

１年

事業再生円滑化関連保証

事業再生保証

経営承継関連保証

自ら保有する売掛債権、棚卸資産を担保と
して資金調達を行いたい方

産業競争力強化法に規定する認定経営革新等
支援機関の指導又は助言を受けて作成した事
業再生の計画等に従って事業再生を行う方

条件変更による返済条件の緩和を行ったこと
により前向きな金融支援を受けることに支障
をきたしている方

法的な再生手続き申立て、再建に取り組んで
いる中小企業者が資金調達を行いたいときに

中小企業等経営強化法に規定する承認経営革新計画
に従い経営革新のための事業を行おうとする方

中小企業者が自社の発行する社債（私募債）
で資金調達を行いたい方

創業関連保証

流動資産担保融資保証

中小企業特定社債保証

経営革新関連保証

１０年
（１年）

７年

１０年
（２年）

融資利率

１年又は２年

保証期間
（うち据置）保証の種類

小口零細企業保証

無担保無保証人保証
７年

普通保証 一般的または大口の事業資金が必要な方 ２０年

当座貸越 経営に必要な資金を反復継続して安定的に
必要とされる方

小口の事業資金を反復継続的に必要とされる方事業者カードローン １年又は２年

根保証 手形や電子記録債権の割引取引などが多い方 運転 １年

○

○運転 ６か月

支払金利
発行体
所定利率

○

運転
設備

運転
設備

事業再生計画実施関連保証
（経営改善サポート保証）

条件変更改善型借換保証

経営承継準備関連保証

特定経営承継準備関連保証

１５年（１年）運転
設備

運転

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

金融機関
所定利率

運転
設備

金融機関
所定利率

１０年
（２年）

運転
設備

金融機関
所定利率

金融機関
所定利率

運転
設備

金融機関
所定利率

運転
設備

金融機関
所定利率

１年新事業応援当座貸越 新事業に取り組んでおり、経営に必要な資金
を反復継続して安定的に必要とされる方

小口の事業資金を反復継続的に必要とされる方
（保証協会の保証付き融資残高との合計が
１,２５０万円の範囲内となる新規保証に限る）

小口先カードローン
（スモール３００） １年又は２年運転

設備
金融機関
所定利率

運転
設備

金融機関
所定利率

運転
設備

金融機関
所定利率

運転
設備

金融機関
所定利率

運転
設備

金融機関
所定利率

金融機関
所定利率

金融機関
所定利率

資金使途

１０年

３年

（部分保証：８０％保証）

（部分保証：８０％保証）

（部分保証：８０％保証）

(ＮＰＯ法人 責任共有対象：80％保証
 その他　 責任共有対象外：100％保証)

(責任共有対象外：100％保証)

(1～4号、6号　責任共有対象外:100％保証)
(5号、7号、8号　責任共有対象: 80％保証)

(責任共有
対象外：
100％保証）

危機関連保証

(責任共有対象外：100％保証)

(責任共有対象外：100％保証)

(責任共有対象外：100％保証)

概　　　　　要

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

２，０００万円

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

３，５００万円

３，５００万円

２億８，０００万円

２億８，０００万円

２億８，０００万円

２億円

２億円
※貸付限度額は2億5,000万円

４億５，０００万円
※発行価額は5億6,000万円

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

保証限度額
（  ）は組合

２，０００万円

１００万円～
２億８，０００万円

１００万円～
２，０００万円

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）
※貸付限度額は　　　　
　3億5,000万円（6億円）

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

１００万円～
２，０００万円

１００万円～
３００万円

５００万円

保証料率
（ 年 ）％

０．５０～２．２０（表2）

０．３９～１．６２（表3）
０．４５～１．９０（表1）

１号～４号、６号 ０．８０
５号、７号、８号 ０．７５

０.４５～１.９０（表1）

０.３５～１.７５（表1）

０.３５～１.７５（表1）

１．００

責任共有対象０．７３
責任共有対象外０．８６

０．４５～１．９０（表1）

０．３９～１．６２（表3）

０．３９～１．６２（表3）

０．４１～１．８６（表4）

０．８５

スタートアップ
創出促進保証（SSS保証） １．２０

１．００

０．８０

発行価額に対し
０．４５～１．９０（表1）

責任共有対象０．８０
責任共有対象外１．００
特別小口　　０．８０

責任共有対象０．８０
責任共有対象外１．００

借入金額・極度額に対し
０．６８

借入金額に対し1．７６
（特別小口  ０.８６）

２．２０

０．３９～１．６２（表3）

０．２９～1．５２（表12）

大分県信用保証協会の制度資金

経営を継承しようとする者を確保することが困難であるこ
と等で事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者
の経営を承継しようとし、経済産業大臣の認定を受けた方

経営を継承しようとする者を確保することが困難
であること等で事業活動の継続に支障が生じてい
る他の中小企業者の経営を承継しようとし、経済産
業大臣の認定を受け事業を営んでいない個人の方

事業再生計画実施関連保証
感染症対応型

(改善サポート保証 感染症対応型)

運転
設備

新型コロナウイルス感染拡大の影響等を
受けた方で、産業競争力強化法に規定する
認定経営革新等支援機関の指導又は助言
を受けて作成した事業再生の計画等に
従って事業再生を行う方

会社を設立して事業を開始する方、または創業
後５年以内の会社（事業を営んでいない個人が
事業を開始した日以後５年を経過していないも
のであって新たに会社を設立したものを含む）

経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
の代表者個人が、経営の承継に伴い当該中
小企業者以外の方から株式を取得する等
事業活動継続のための資金が必要なとき

経済産業大臣の認定を受けた方で、経営者
の退任・死亡等に起因する事業承継を行う
ための資金を必要とされる方

０．４５～１.９０（表11）

国が一部補助
(条件変更に伴い生じるものを除く)

＊経営者保証を免除する
　場合は０．２%上乗せ

国が一部補助 実質０．２
(条件変更に伴い生じるものを除く)

＊経営者保証を免除する
　場合は０．２%上乗せ

伴走支援型特別保証 １０年
（５年）

運転
設備１億円経営行動に係る計画を策定し金融機関の伴

走支援を受けて経営の改善に取り組む方

運転 １０年

運転 １０年

設備

設備

運転

設備

１５年

特定経営承継関連保証

２億８，０００万円 ０.３５～１.７５（表1）
（特別小口  ０．７１）（申込人である代表者が

事業を行っており保証
付き融資の利用がある
場合は、それと合算）

金融機関
所定利率

金融機関
所定利率

＊申込人である代表者が
　事業を行っていない
　場合は１．００

＊申込金融機関の
　プロパー融資がある
　または協調融資の
　場合は３年

NEWNEW



運転

１５年
(２年)事業承継サポート保証

事業承継特別保証

一定の要件を満たす持株会社が、事業承継計画に
基づき、事業会社の株式を集約化するための資金
が必要なとき

１０年
（１年）

運転
設備２億８，０００万円

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

担保
割引融資利率保証期間

（うち据置）保証の種類 資金使途概　　　　　要 保証限度額
（  ）は組合

保証料率
（ 年 ）％

０．３５～１．７５（表1）

１．００

＊制度要件上、必ず担保割引を適用

０．２０～１．１５（表13）

主務大臣の認定を受けた中小企業承継事業再生
計画に従って、それを実施するための資金を必
要とされる方

１０年

運転

運転

運転

５年（１年）

設備

設備

設備

７年（１年）

１年
＊かつ終期は解散
予定日より前

７年（１年）

１０年（１年）
＊運転・設備含む

一定基準以上の要件を具備する小規模企業者
が迅速に資金調達を行いたいときに

○

１０年

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

経営力向上関連保証

税理士・金融機関・信用保証協会
による連携保証制度

(通称 スクラム(税理士連携))

財務要件型無保証人保証

自主廃業支援保証

商工貯蓄共済融資保証

Ｑ１２５０保証

運転

１０年

運転 １０年（６か月）

１０年（６か月）

７年

設備

１０年（１年）

１０年（１年）

中小企業承継事業再生関連保証

○

ＱＷ保証 一定基準以上の要件を具備する中小企業者
が迅速に資金調達を行いたいときに

一定基準以上の要件を具備する中小企業者
が迅速に資金調達を行いたいときに

○ＳＳ保証

(責任共有対象外：100％保証)

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

８，０００万円

１，０００万円

１，２５０万円
（特認５００万円）

３，０００万円
（特認５００万円）

３，０００万円

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

特定社債保証制度と同様の財務要件を満たし、
経営者保証に拠らない資金調達を行いたいとき

商工貯蓄共済の加入者で、事業資金が必要な方
（積立金を担保とします。）

０．４５～１．９０（表1）
（特別小口　０．８６）

０．８５

０．４５～１．９０（表1）

０．５０～２．２０（表2）

０．４５～１．９０（表1）

０．４５～１．９０（表1）

０．３５～２．０５（表14）

○

○

○

０．４５～１．９０（表1）

０．４５～１．９０（表1）商工貯蓄共済
融資斡旋規程
による

貯蓄積立額の３倍以内、
３倍以上４倍未満の方は
１，０００万円以内

経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受
けた方であって、認定経営力向上計画に従って
経営力向上に係る事業を実施する方

小規模企業者の方（保証協会の保証付き融
資残高との合計が2,000万円の範囲内とな
る新規保証に限る）で顧問税理士からの推
薦が得られる方

事業譲渡や経営者交代等による事業継続が
見込めず自ら廃業を選択し、廃業計画実施の
ための事業資金が必要な方

［大分県信用保証協会の制度資金］

※Ｑ１２５０保証・ＱＷ保証・ＳＳ保証は、金融機関と提携した保証制度で、「覚書」を取り交わした金融機関でお取扱いしています。
※セーフティネット１号～４号、６号の認定を受けた場合、責任共有制度対象外となり、保証料率が０．８％となる制度資金もあります。
※セーフティネット５号、７号、８号の認定を受けた場合、責任共有制度対象となり、保証料率が０．７５％となる制度資金もあります。
※特別小口保険を適用した場合は、責任共有制度対象外となります（ＮＰＯ法人を除く）。

（令和５年４月現在）
保証限度額
（　 ）は組合

保証期間
（うち据置）

保証料率
（ 年 ）％

担保
割引

運転
設備 １０年（１年）

普通貸付

個人向け無担保
無保証人貸付

経営環境変動
対応融資

０．５０～０．８５（表8） ○
１０年（１年）

１０年間
（２年） 別に定める

０．７０

危機関連融資

中小企業
活性化資金 一般融資

概　　　　　要

中小企業振興資金

大分県の制度資金

小口零細企業資金

経営の合理化・体質強化のために運転資金や
設備資金が必要なときに

原油・物価高騰等により売上原価率等が増加し
ている方

大規模な経済危機、災害等の事象等で著しい被害を
受け事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別
区長の認定を受けた方

○

１年以内1.9
５年以内2.2
７年以内2.4
10年以内2.6

５年以内1.5
７年以内1.8
10年以内2.0

融資利率
（ 年 ）％

０．４５～１．1５
（表５） ○

１年以内1.5
５年以内1.8
７年以内2.3
10年以内2.5

一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方
（保証協会の保証付き融資残高との合計が
２,０００万円の範囲内となる新規保証に限る）

０．４５～０．７５
（表７）

１０年（１年）

資金使途

(責任共有対象外
 ：100％保証）

(責任共有対象外
 ：100％保証）

運転
設備

運転
設備

運転
設備

・直近の決算期において、税引前損益又は経常損益で損
失を生じ、又は損失が確実と見込まれる方
・最近３か月以上の売上高が、前年同期に比し５％以上
減少している方
・直近の決算期において、前年に比し経常利益が１０％
以上減少し又は減少することが確実と見込まれる方
・製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等
の仕入価格が、２０％以上上昇しているにもかかわら
ず、製品等価格に転嫁できていない方

８,０００万円
（１億円）

２,０００万円

２億８,０００万円

８，０００万円

大分県の制度資金

事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に
係る経営者保証を解除するため、一定の要件
を満たす法人

事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る
経営者保証を解除するため、一定の要件を満たし
ていることについて中小企業活性化協議会及び事
業承継･引継ぎ支援センターの確認を受けた法人

運転経営承継借換関連保証 １０年
（１年）２億８，０００万円

０．３５～１．７５（表1）

０．２０～１．１５（表13）

経営承継を予定しており、経営承継に係る計画を策
定し経済産業大臣の認定を受けた会社であって、事
業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営
者保証を解除するため、一定の要件を満たす会社

上記に加えて、事業承継時、既往借入金返済等の事業
資金に係る経営者保証を解除するため、一定の要件を
満たしていることについて中小企業活性化協議会及
び事業承継･引継ぎ支援センターの確認を受けた会社

１０年
(２年)

東日本大震災の影響により経営の安定に支障が生じて
いる方（令和６年３月３１日貸付実行分までが対象）

運転
設備

東日本大震災復興緊急保証
（責任共有対象外：100％保証）

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

０．８０

創業等
支援融資

再挑戦
支援融資

創業支援資金

おんせん県魅力アップ
サポート資金

１０年（１年） ０．３５

１５年（２年）

１０年（１年）
０．１５

０．００

○

７年以内
１．６
10年以内
１．８

７年以内
１．８
10年以内
２．０

運転
設備

運転

運転

設備

３,５００万円

７年以内1.8
10年以内2.0
15年以内2.4

２億８，０００万円
交流人口の増加への対応や観光振興を図るため、施
設整備等の顧客満足度を高める取組を行う旅館・ホ
テル、飲食業、小売業等観光関連の中小企業者の方

事業を営んでいない個人が事業開始するとき及び
中小企業者が新たに会社を設立し事業開始すると
き、並びに事業開始後５年を経過していない方

過去に廃業等の経験を有する方が、再び創業され
る方又は創業後５年未満の方

金融機関
所定利率



（うち中小企業経営改善資金の特定中小企業者に係るもの）
０．７０

（０．２５）
県制度のうちセーフティネットが適用された場合（金融機関提案型を除く）

５年以内1.0
10年以内1.2
15年以内1.6
20年以内2.2

地域産業振興資金

金融機関提案型資金

新型コロナウイルス感染症
緊急対策特別資金

経営改善借換資金

定時返済不要短期資金

事業リスタート支援資金

事業継続力強化資金

○

○

○

○

○

１０年（１年）

１０年（１年）

１０年（１年）

２０年（２年） ０．２５

協会所定料率

１０年以内
１．８

１５年以内
２．２

経済産業大臣の認定を受けた事業継続力強化計画
に基づき事業継続力強化に取り組む方

新エネルギー
施設等導入融資

新エネルギー施設や省エネルギー設備、自家発電
設備、生産性の向上に資する設備を導入する方

健康経営
事業者融資

優良産業廃棄物
処理業者融資

低燃費車両等
導入融資

道路貨物運送業を営む方で低燃費車両を導入
する方

耐震化
促進融資

改正耐震改修促進法により、耐震診断が義務付け
られた方

金融機関が提案する融資の要件に合致する方

２．１

１．３

０．４５～０．８５
（表６）

（１号～４号、６号は責任共有対象外：１００％保証）

運転
設備

運転
設備

指定金融機関所定
（詳細は金融機関へお問い合わせください）

８，０００万円
（１億円）

８，０００万円

２億８，０００万円

２億８，０００万円

１０年以内
（２年）

運転
設備１億６，０００万円

１０年以内
（５年）

１５年以内
（５年）

１．３運転
設備

運転
設備

１億円

１年以内
（最長５年の
継続利用可）

１．８運転５,０００万円

７年以内1.6
10年以内1.8
15年以内2.2

７年以内1.6
10年以内1.8

５年以内1.5
７年以内1.8
10年以内2.0

７年以内1.8
10年以内2.0

０．２５

０．２５

運転

１５年（１年）設備

運転

１５年（１年）設備

設備

２億８，０００万円

２億８，０００万円

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、売上高
の減少等の影響を受けることが懸念される方

経営計画を策定し金融機関の伴走支援を受けて
実現に取り組む方

産業競争力強化法に規定する認定経営革新等支
援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再
生の計画等に従って事業再生を行う方

毎月の資金繰り負担の軽減のために、短期資金
（一括払い）を必要とする方
＊1年更新（最長５年間）の継続利用が可能です

担保
割引融資利率（ 年 ）％保証期間（うち据置）大分県の制度資金 資金使途概　　　　　要 保証限度額（  ）は組合 保証料率（ 年 ）％

［大分県の制度資金］

１０年（１年）経営革新
特別融資

チャレンジ
中小企業応援資金

特定取引中小企業者

中小企業経営改善資金 １０年（１年）

再生・再建
１０年（２年）

運転

運転

運転

０．２０

０．３５

０．４５～０．７５
（表７）

○

○

○

○

０．１５

０．１５

７年以内
１．８

１０年以内
２．０

１５年以内
２．４

７年以内
１．６
10年以内
１．８

ベンチャー
サポート融資

１０年（２年）

特定中小企業者
０．２５

運転
設備

２,５００万円

再建・再生
５,０００万円

５００万円

２億８，０００万円

２億８，０００万円

８,０００万円

特定中小企業者（国、県指定の再生手続開始申立等企業
に対し売掛金等を有する中小企業者）、破綻金融機関
関連中小企業者、再建中小企業者、再生支援中小企業者

再生手続開始申立等小規模企業者に対し取引条件の改善
を行う方（商工調停士の推薦書が必要）

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画（中小
企業者が新たな取組を行うことにより、付加価値が相当
程度向上するような計画）について県知事が承認した方

知事から健康経営事業所認定を受けた方または経
済産業大臣から健康経営優良法人認定を受けた方
で初回認定から５年以内の方

知事等から優良産業廃棄物処理業者またはおおい
た優良産廃処理業者評価制度の認定を受けた方

下記制度の審査通過や認定、採択を受け、研究開発や事
業化を行う方（対象期間は認定等の日から２年以内）
・ビジネスプラングランプリ（一次審査通過）
・大分県トライアル発注制度
・商品化プロデュース支援事業
・ものづくり循環経済促進事業

０．００
（セーフティネット
保証適用分）
０．３５

（上記以外）

０.４５～１.９０
＊経営者保証を免除する場合は０．２％上乗せ

国、県が一部補助 実質０％
(条件変更に伴い生じるものを除く)

責任共有対象０．８０
責任共有対象外１．００
＊経営者保証を免除する場合は０．２％上乗せ

国、県が一部補助 実質０.１５%
(条件変更に伴い生じるものを除く)

保証料率
０．１５

○
保証料率
０．３５
の場合

災害復旧資金
一般融資

知事指定
災害融資

事
業
承
継
資
金

特定経営承継関連融資

一般融資

経営者保証解除特別融資
(特別枠)

１０年（１年）

１０年（１年）

１０年（２年）

１５年（１年）

○
別に定める

７年以内
１．６

１０年以内
１．８

１５年以内
２．２

運転
設備

運転
設備

設備

８,０００万円

２億８，０００万円

事業承継時に係る計画について経済産業大臣の認定を受けた
方で、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者保証を解除す
るため、一定の要件を満たしていることについて中小企業活性
化協議会及び事業承継･引継ぎ支援センターの確認を受けた方

経済産業大臣の認定や県の確認を受け事業承継に取り組
む方、又は事業承継・引継ぎ支援センター等の支援を受け
策定した事業承継計画に基づき事業承継を行う方、又は
M＆Aにより事業承継を行う方

火災、風水害その他災害により被災し復旧を図ろうとす
る方

知事が特に認める火災、風水害その他災害により被災し
復旧を図ろうとする方

経済産業大臣の認定を受けた事業承継に取り組む中小企業の代表者

経営者保証解除特別融資
(一般枠)

事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者保証を解
除するため、一定の要件を満たしていることについて中小企業活
性化協議会及び事業承継･引継ぎ支援センターの確認を受けた方

０．１５

０．２５

（令和５年４月現在）
市町村の制度資金

大
　
分
　
市

担保
割引

一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方

自然災害により影響を受け、復旧資金を必要と
する小規模企業者の方

○

１．９

１．３

＊特定創業支援
　等事業を受け
　ている場合は
　１．２５％

資金
使途 保証料率（年）％

０．９

１．２０
（市が全額補助）

１．００
（市が全額補助）

０．５～２．２
（市が全額補助）

融資利率
（ 年 ）％

１年超
１０年（１年）

開
業
資
金

小規模企業者事業資金
（小口零細企業保証）

１年超
１０年（２年）

一般的な事業資金が必要な中小企業者の方 ０．４５～１．９０（表１）
（上記の内、市が７５％～８５％補助） ○２．１３，０００万円 １年超

１０年（１年）中小企業者事業資金

保証限度額 保証期間
（うち据置）

３，０００万円

＊特定創業支援等
　事業を受けてい
　る場合は
　３，５００万円

２，０００万円

市町村の制度資金 概　　　　　要

(責任共有対象外：100％保証）

災害対応資金
（小口零細企業保証）
(責任共有対象外：100％保証）

運転
設備

運転
設備

設備

創業関連保証
(責任共有対象外
 ：100％保証）

スタートアップ
創出促進保証
(責任共有対象外
 ：100％保証）

会社を設立して事業をこれから開始する方、また
は創業後の会社(開業後１年未満に限る)を対象
に経営者の個人保証不要で取り扱うことが可能

開業予定の方が開業に係わる資金を必要とする
時や開業後１年未満の方が事業資金を必要とす
るときに

１年超７年（１年）
＊特定創業支援等事
業を受けている場
合の融資期間は１
年超10年以内

＊スタートアップ
創出促進保証で
申込金融機関の
プロパー融資が
あるまたは協調
融資の場合の据
置期間は３年

環境保全施設の設置・改善、公害防止施設の設置・
改善及び工場等の移転資金を必要とするときに

１，０００万円 設備 １年超
１０年（１年） １．９ ○

０．４５～１．９０（表１）
（市が全額補助）

環境保全資金

ポストコロナ･ウィズコロナ時代の社会･経済の
変化に対応するために、新規事業に取り組む方

３，０００万円 運転
設備

１年超
１０年（２年） １．３ ○新分野チャレンジ資金



［市町村の制度資金］

運転 １０年（６か月）

設備 １０年（１年）

運転 １０年（６か月）

設備 １０年（1年）

市内に居住しており市内に開業予定又は、開業１年
未満の方に １０年（1年）

運転 ５年（６か月）

設備 ７年（６か月）

年末の金融繁忙期のために ５００万円 運転 ６か月

６か月

０．４1～１．８６（表４） ○

７年（１年）５００万円

１．００
（市が全額補助）

別に定める
（市が全額補助）

１．００
（市が全額補助）

設備

６００万円一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方

年末年始特別資金

○

中小企業経営安定資金 経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化
のための設備資金を必要とするセーフティネット
適用の方に

１，０００万円

１，０００万円

１，０００万円

経営の維持発展のための運転資金、設備近代化の
ための資金が必要なときに １，５００万円

公害防止のための施設の設置、移転のための資金
が必要なときに

０．４０～１．７０（表９）

１．８

（市が全額補助）

０．４５～１．９７（表１０）

中小企業合理化資金

０．４５～１．９０（表１）
（市が全額補助） ○

○

創業資金

中小企業開業資金

市内に開業予定又は、開業後１年未満の方に ２．０

小規模企業者振興資金
（小口零細企業保証）

公害防止設備改善資金 １０年（１年）

(責任共有対象外：100％保証）

(責任共有対象外：100％保証）

(1号～4号、6号は責任共有
対象外:100％保証）

(責任共有対象外：100％保証）

別　

府　

市

中
津
市

運転
設備

運転
設備

１号～４号、６号 ０．８０
５号、７号、８号 ０．７５

運転 １０年（１年）
１０年（１年）設備

市内に居住しており市内に開業予定又は、
開業１年未満の方に １，０００万円

１，０００万円

７年（１年）

１年超
７年（１年）

市内に居住し、市内に開業予定又は開業１年未満で
あって、女性又は４０歳未満の方もしくは５５歳
以上の方及び市内に転入して１年未満の方

５００万円

５００万円

５００万円

７年（１年） １．８
(市が全額補助)

準工業地域
２，０００万円 ８年（１年）

その他地域
 １，０００万円 ６年（１年）

盆・年末など金融繁忙期のために

経営の維持発展のために必要なときに

小規模事業者が実施する経営の維持発展のために
必要なときに

４００万円

５００万円

運転

運転

夏５か月
冬６か月

１．７
（変動あり） ○

新たな事業展開や新分野への進出又は業態の転換
を行うときに

町内に居住しており町内に開業予定又は、開業後
１年未満の方に

２，０００万円 １０年（１年）

１０年（１年）

７年（１年）

７年（１年）

１０年（１年）

１０年（１年）

5年 2.20
10年 2.45 ○

○

○

○

運転 １０年

１０年
１０年（６か月）

設備 １０年（６か月）

運転 ５ 年
設備 ７年（６か月）

経営合理化資金

中小企業者が行う事業に直接必要となる設備資金
又は運転資金

（新事業展開計画に基づき事業を行う場合）

１，０００万円

（１，５００万円）

７年

７年
（1,000万円超の
場合は10年）

１．８

１．００
（市が全額補助）

１．００
（市が全額補助）

○

季節資金 中小企業者が越盆又は越年のために必要とする
運転資金 ３００万円

３００万円

運転 ６か月 ○

開業資金 市内に居住し市内に開業予定又は、
開業後間もない方に １，０００万円

１０年（１年）

７年（１年）

１．００
（市が１／２補助）

０．４1～１．８６（表４）
（市が１／２補助）

０．４５～１．９０（表１）
（市が全額補助）

経営合理化資金 経営の維持発展のための運転資金、設備近代化の
ための資金が必要なときに １，０００万円 ○

５００万円 運転 ５年（６か月）

１，０００万円 設備 ７年（６か月）

※ セーフティネット１号～４号、６号の認定を受けた場合、責任共有制度対象外となり、保証料率が０.８０％となる制度資金もあります。
※ セーフティネット５号、７号、８号の認定を受けた場合、責任共有制度対象となり、保証料率が０.７５％となる制度資金もあります。
※ 大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市の制度資金については、東日本大震災復興緊急保証が適用された場合、責任共有
    対象外となり保証料率が０．８０％となるものもあります。

杵
築
市

○

経営の維持発展のための運転資金、設備近代化の
ための資金が必要なときに

○

大分県
中小企業
振興資金に
準ずる

大分県
中小企業
振興資金に
準ずる

大分県
中小企業
振興資金に
準ずる

○

経営の維持発展のための運転資金、設備近代化の
ための資金が必要なときに ○

○

０．４５～１．９０（表１）
（申請により市が１／２補助）

０．４５～１．９０（表１）
（市が全額補助）

中小企業振興資金

１，０００万円

１，０００万円
（中小企業振興資金
と併用の場合は合算）

２．０

１．８

○

振興資金 経営の維持発展のための運転資金、設備近代化の
ための資金が必要なときに １，０００万円 ０．４０～１．７０（表９）

（設備資金のみ市が全額補助） ○

経営の維持発展のための運転資金、設備近代化の
ための資金が必要なときに

１．８

○

１．８
（市が３割以内

補助）

２．０
（市補助有り）

１.８
（市補助有り）

０．４０～１．７０（表９）
（市が３割以内補助）

０．４０～１．７０（表９）
（セーフティネット保証適用分は市が全額補助）

０．４５～１．９７（表１０）
（セーフティネット保証適用分は市が全額補助）

０．４1～１．８６（表４）
（市が全額補助）

０．４５～１．９０（表１）
（市が全額補助）

０．４５～１．９０（表１）
（町が１／２補助）

０．５０～２．２０（表２）
（町が全額補助）

０．４５～１．９０（表１）
（町が１／２補助）

０．８６
（市が全額補助）

１．００
（町が全額補助）

０．８６
（市が全額補助）

公害防止資金

中小企業振興資金

０．４０～１．７０（表９）
（申請により市が３／４補助）

小規模企業者が事業資金を必要とするときに

２．０１，０００万円

津久見市 中小企業振興資金 経営の維持発展のための運転資金、設備近代化の
ための資金が必要なときに

１，０００万円 ０．４５～１．９０（表１）
（申請により市が１／２補助）

０．４５～１．９０（表１）
（市が１／２補助）

２．０

新事業展開支援資金

中小企業者振興資金

小規模事業者振興資金

資金需要期に短期運転資金が必要なときに季節資金

季節資金

設備公害防止のための施設の設置・移転のための資金
が必要なときに

中小企業振興資金融資

創業者が事業を行うために必要な資金 ０．８６
（申請により市が全額補助）１．８１，０００万円

創業支援振興資金融資

小規模企業者振興資金

開業資金
(責任共有対象外：100％保証）

女性・若者・シニア起業支援資金
(責任共有対象外：100％保証）

(責任共有対象外：100％保証）

１，０００万円
市が実施する認定特定創業支援事業の支援を受け、
創業を行う方または創業後５年未満の方
（市の証明が必要）

創業支援振興資金
(責任共有対象外：100％保証）

(責任共有対象外：100％保証）

市が実施する認定特定創業支援事業の支援を受け、
創業を行う女性の方または創業後５年未満の女性
の方（市の証明が必要）

女性創業者支援振興資金
(責任共有対象外：100％保証）

(責任共有対象外：100％保証）

開業資金
(責任共有対象外：100％保証）

日　

田　

市

佐　

伯　

市

臼 

杵 

市

豊
後
高
田
市

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

創業者が開業のために直接必要となる設備資金
又は運転資金 １，０００万円

運転
設備

運転
設備

運転
設備

運転
設備

創業資金
創業者が必要とする運転又は設備資金

５００万円 １０年（１年）
経営合理化資金 中小企業者が必要とする設備資金

豊
後
大
野
市

(責任共有対象外：100％保証）

(責任共有対象外：100％保証）

設備

創業資金
(責任共有対象外：100％保証）

玖　

珠　

町

大　

分　

市

担保
割引

夏期特別資金（６月１日～８月２１日）

年末特別資金（１１月１日～１２月２０日）

資金
使途 保証料率（年）％

○

融資利率
（ 年 ）％

６００万円

責任共有対象０.７５
(市が８０％補助)
責任共有対象外０.８
(市が全額補助)

６か月運転 １．８
（変動あり）

５年以内
責任共有対象1.7
責任共有対象外1.5
７年以内

責任共有対象1.8
責任共有対象外1.6

０．４５～１．９０（表１）
（協会季節資金利用の場合は
０．４１～１．８６（表４））

季　節　資　金

セーフティ
ネット
保証融資

緊急支援融資

災害や業況の悪化等により、セーフティネット
保証の認定を受けた方

大規模な経済危機等により、市長が特に支援が
必要と認めた方

３，０００万円 １年超
１０年（２年）市長が別に定める

経営
安定化
資金

４，０００万円
運転
設備

保証限度額 保証期間
（うち据置）市町村の制度資金 概　　　　　要

宇
佐
市



ご利用いただける方

業種

資本金

従業員

３億円以下

300人以下

１億円以下

100人以下

5,000万円以下

50人以下

5,000万円以下

100人以下

ー

300人以下（100人以下）

製造業・建設業
運送業・その他 卸売業 小売業

（飲食業を含む） サービス業 医療を主たる事業
とする法人（個人）

■企業規模要件

■業歴要件
　営業年数を問わず、客観的に事業を行っていることが明らかであれば対象になります。
　ただし、制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。

■区域要件
　【個人の場合】… 住居または事業所のいずれかが大分県内にある方
　【法人の場合】… 大分県内に本店または事業所を有する法人
　ただし、制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。

■業種要件
　◇ほとんどの業種が対象になりますが、許認可等を要する業種の方は、その許認可等を受けていることが必要です。
　◇ご利用になれない主な業種は次のとおりです。
　　＊農業、林業、漁業、金融・保険業（保険媒介代理業、保険サービス業は除く）、性風俗関連特殊営業

■その他
　反社会的勢力は信用保証協会の保証の対象となりません。

◇個人、医業を主たる事業とする法人、ＮＰＯ法人一従業員数が該当すれば対象になります。
◇法人一資本金または従業員数のいずれかが該当すれば対象になります。
◇組合一構成員の３分の２以上が該当すれば対象になります。
◇特例一ゴム製品製造業は資本金３億円以下・従業員数900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は同３億円以下・
　　　　同300人以下、旅館業は同5,000万円以下・同200人以下が対象になります。（ＮＰＯ法人は除く）

◇特例－サービス業のうち宿泊業及び娯楽業は20人以下が対象になります。

業種

従業員 20人以下 ５人以下 20人以下

製造業・建設業
運送業・その他

商　　　業
サービス業 組　　合 医療を主たる事業

とする法人

■小規模企業の要件

《お問い合せ先》
部　　署　　名 ＴＥＬ＆ＦＡＸ番号 業　務　内　容

保　証　部

（大分県信用保証協会
別館３階）

経営支援部

（大分県中小企業会館
２階）

保証一課

保証二課

創業・連携推進課

経営支援一課

経営支援二課

管理課

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

０９７－５３２－８２４６

０９７－５３８－０８７１

０９７－５３２－８２４７

０９７－５３８－０８６５

０９７－５３２－８２９５

０９７－５３８－０８７１

０９７－５３２－８２６５

０９７－５３８－０８７１

０９７－５３２－８２９６

０９７－５３８－０８９６

０９７－５３２－８２９７

０９７－５３８－０８９６

０９７－５３２－８２４５

０９７－５３８－０８９６

保証審査、金融相談、
創業支援、専門家派遣、
条件変更

創業支援、外部機関連携

回収、代位弁済、管理事務、保険金請求、訴訟

保証事務、書類の電子化

経営支援、再生支援、
事業承継支援、
条件変更、専門家派遣、
期中管理

大分市、竹田市、
豊後大野市、由布市

上記以外の地区

豊和銀行、大分信用金庫、
大分みらい信用金庫、
日田信用金庫、商工中金

大分銀行、
大分県信用組合、
県外金融機関

事務管理課
ＤＸ推進室
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